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第２章　循環型社会の形成

1　ごみの総排出量の状況
日常生活に伴って排出される生活系ごみ及び事
業系ごみの一般廃棄物の総排出量は、令和５年度
実績で７５９千tであり、前年度より減少しました。

2　１人１日当たりのごみの排出量の推移
一般廃棄物の県民１人１日当たりのごみ排出量
は、令和５年度実績で９２３gであり、総排出量と同
様の推移を示し、前年度比４９g／人・日の減少と
なっています。
 

3　リサイクルの状況
令和５年度に市町村等で処理した廃棄物のう

ち、分別収集、中間処理、集団資源回収などを合
わせたリサイクル量は１８８千tとなっています。リ
サイクル率は、２２．６%であり、前年度比で０．２ポイ
ント後退しています。

4　最終処分の状況
令和５年度に最終処分された一般廃棄物は８６千
tであり、総排出量に占める最終処分率は１１．３%と
なっており、前年度比で０．６ポイント改善してい
ます。

第２章　循環型社会の形成

１　一般廃棄物

第１節　環境の現況
県は、循環型社会の形成に向けて、令和３年３
月に策定した「宮城県循環型社会形成推進計画（第
３期） ｣に基づき、廃棄物の３R（発生抑制、再使
用、再生利用）と適正処理の推進に取り組んでい
ます。本計画では一般廃棄物及び産業廃棄物につ
いての目標値を定め、目標達成に向けて、３Ｒの
普及啓発や環境教育、市町村支援、産業廃棄物税
を活用した事業者支援や不法投棄対策事業等を進
めています。
現状としては、一般廃棄物の排出量は減少（改

善）傾向にありますが、リサイクル率・最終処分
率については目標達成に向けて課題があります。
特に、家庭から排出される生ごみ、紙類、廃プラ

スチック類等の分別・減量化・再資源化の推進が
必要となります。また、産業廃棄物のリサイクル
率は目標を達成していますが、廃プラスチック類
やガラス陶磁器くずの最終処分量が多く、最終処
分率の一層の改善が必要となります。
今後は、プラスチック資源循環促進法や国の第

五次循環型社会形成推進基本計画（令和６年８月
策定）、食品ロス削減等の近年の動向を踏まえ、資
源の効率的な利用と経済的価値の創出を両立させ
るサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行
を目指して、県民・事業者・行政等の各主体にお
いて、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
に向けた取組を推進していく必要があります。 

▲図２−２−１−１　ごみ総排出量の推移
※ごみ総排出量＝計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量

831 814 808 802 759
826865 851

宮
城
県

全　

国

（年度）

（千t/年） （万t/年）宮城県（千t/年） 全国（万t/年）

0

200

400

600

800

1,000

平成25 27 令和元3029 2 3 4 52826
3,800

4,000

4,200

4,400
4,600

4,800
5,000

856 837 837

4,4874,4874,487
4,3984,3984,398

4,273 4,273 4,273 4,274 4,274 4,274 
4,1674,1674,167

4,0954,0954,095 4,0344,0344,034
3,8973,8973,897

4,4324,4324,432
4,2894,2894,2894,3174,3174,317

▲図２−２−１−２　１人１日当たりのごみ総排出量の推移
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▲図２−２−１−３　一般廃棄物のリサイクル量・率の推移
※　市町村を経由しない事業者によるリサイクル量を含めた数値です。
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▲図２−２−１−４　一般廃棄物の最終処分量・率の推移
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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

産業廃棄物の発生・処理状況
令和５年度における産業廃棄物の排出量は

１０，４６８千tであり、前年度より１０千 ｔ減少しまし
た。
また、リサイクル量は３，８０１千t、リサイクル率

は３６．３%となり、前年度比で１．６ポイント後退し
ています。
最終処分量は１４１千t、最終処分率は１．３％とな

り、前年度比で０．３ポイント改善しています。
令和４年度と令和５年度を比較すると、総排出
量及び最終処分率は改善しましたが、リサイクル
率は低下しました。

２　産業廃棄物

▲図２−２−１−５　産業廃棄物の排出量の推移
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▲図２−２−１−６　産業廃棄物のリサイクル量・率の推移 ▲図２−２−１−７　産業廃棄物最終処分量・率の推移
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1　環境教育・普及啓発の実施
○　環境教育リーダー派遣事業
県民や事業者向けの講師派遣事業として、廃棄

物のリサイクルをはじめ、各環境分野についての
知識と経験を有する者を「宮城県環境教育リー
ダー」として委嘱し、依頼に応じて講座を実施し
ています。

2　環境配慮経営の推進
○　エコフォーラムの運営支援

県内の複数企業が環境分野の課題に対して連携
して取り組んでいくため、「エコフォーラム」を組
織して活動しており、環境産業コーディネーター
がその活動等を支援しています。エコフォーラム
では、主に、産業廃棄物の３Rや省エネルギーに
関する勉強会や情報交換等のほか、環境教育や地

域清掃といった社会貢献活動等、幅広い活動を
行っています。
令和６年度末現在では１６のエコフォーラムが活

動しています。
○　環境産業コーディネーター派遣事業

県内事業者による廃棄物の３Rの取組を支援す
るため、民間で環境管理等の実務経験を有する者
を環境産業コーディネーターとして任用し、県内
事業所等に派遣しています。環境産業コーディ
ネーターは、廃棄物処理等に関する課題やニーズ
を把握しながら、工程改善への助言、環境負荷低
減につながる技術やノウハウの情報提供、専門家
とのコーディネートなどを行い、環境に配慮した
事業活動を支援しています。
令和６年度は、延べ５３９件の企業訪問等を行い

ました。

１　すべての主体の行動促進

第２節　令和６年度に講じた施策

環境政策課

循環型社会推進課

循環型社会推進課
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第２章　循環型社会の形成

1　多様な媒体を活用した情報発信
○　広報・普及活動
１０月の ３R 推進月間を中心として、スーパー
マーケットをはじめとした小売業者等と連携し、
広く県民に向けた普及啓発を実施したほか、県庁
２階回廊及び宮城県図書館１階エントランスホー
ルで循環型社会の形成に関するパネルを展示し、
３Rの理解向上と実践促進を図りました。
さらに、市町村主催イベントへのブース出展や
小学生向け家庭学習教材の製作・配布により、廃
プラスチックや食品ロスの削減を呼びかけるとと
もに、廃棄物処理の仕組みやごみを減らす３Ｒの
重要性を学んでもらうため、小学生を対象とした
廃棄物中間処理施設の見学会を実施しました。
また、県のウェブサイトを通じて、リサイクル

等事業者に関する情報を公表することにより、リ
サイクル業界の透明性を高め、県内における産業
廃棄物の３Rを促進しました。

2　３Rに関する産業の振興と事業者の育成
○　みやぎ産業廃棄物３R等推進事業（設備整備）

県内で発生する産業廃棄物の３R等を推進する
ため、事業者が県内の事業所に３R等に資する設
備機器を整備する場合、整備に要する経費の一部
を補助しています。将来、大量廃棄が予測される廃
太陽光発電設備や、全国的に処理が課題となって
いる廃プラスチック類などの３Rに資する取組に
ついては、補助率、補助上限額を優遇しています。
令和６年度は、再資源化事業５件に対して３R
設備の導入を支援しました。

○　みやぎ産業廃棄物３R等推進事業
　　（研究開発等）
県内で発生する産業廃棄物の３R等を推進する

ため、事業者が産業廃棄物の３R等に関する技術・
製品の研究開発や事業化調査、販売促進等に取り
組む場合、取組に要する経費の一部を補助してい
ます。事業化の初期段階から販売促進まで、一連の
取組を継続して支援できる仕組みにしています。
令和６年度は、「被覆電線由来の廃プラスチック

のリサイクル技術開発」など７件の取組を支援し
ました。

○　産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業

産業廃棄物処理施設に対する理解促進のため、
県内の中間処理業者が実施する施設見学受入等に
関する施設整備や備品の購入に要する費用の一部
を補助しています。令和６年度は、３件の事業に
対して補助金を交付しました。

○　優良認定産業廃棄物処理業者の公開

優良産業廃棄物処理業者は、「優良産業廃棄物
処理業者認定制度」により、産業廃棄物処理業の
実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準
（優良基準）に適合する産業廃棄物処理業者を県が
認定するものです。
県では、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業

者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備
することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図
ることを目的に、優良認定産業廃棄物処理業者の
名簿を公開しています。令和６年度末までの優良
認定産業廃棄物処理業者は延べ２５２事業者となっ
ています。
○　宮城県グリーン製品の認定
県内で発生した廃棄物等を再生利用した製品の

普及拡大を図るため、これらの製品を「宮城県グ
リーン製品」として認定しています。
令和６年度は、２者６製品を新規に認定したほ

か、２７者３２製品を更新認定しました。この結果、

２　循環型社会を支える基盤の充実

▲宮城県図書館でのパネル展示の様子

循環型社会推進課

循環型社会推進課

○補 助 率：１／３～２／３以内
○上 限 額：２，０００万円～５，０００万円　
○補助件数：５件

循環型社会推進課

○補 助 率：２／３又は１／２以内
○上 限 額：１００万円～７５０万円／年度
○補助件数：７件

○補 助 率：１／２以内
○上 限 額：５０万円～１５０万円
○補助件数：３件

循環型社会推進課

廃棄物対策課

循環型社会推進課
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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

令和７年４月１日現在の認定製品数は６７者１０８製
品となりました。

3　廃棄物処理の効率的なシステムの構築
○　一般廃棄物処理施設の計画的な整備

廃棄物の適正な処理の推進のため、一般廃棄物
処理施設の計画的な整備、災害廃棄物への対応、
産業廃棄物処理業者及び処理施設の維持管理に対
する指導の強化、特別管理産業廃棄物の適正な処
理の推進、不法投棄及び不適正処理の根絶、産業廃
棄物の処理施設の確保等の施策を展開しています。
①　一般廃棄物処理施設の整備状況
市町村及び一部事務組合は、一般廃棄物処理基

本計画を策定の上、計画的な施設整備を進めてお
り、ごみ処理広域化計画及び循環型社会形成推進
地域計画に基づき施設整備が行われています。
令和７年４月１日現在、ごみ焼却施設１４か所、
し尿処理施設１５か所、粗大ごみ処理施設１１か所、
埋立処分地施設１９か所の一般廃棄物処理施設が稼
働しています。ごみ焼却施設は、ごみの総排出量
の減少やごみの質的変化、施設の老朽化に伴う処
理能力の低下などの状況を踏まえながら、施設の
統廃合が必要となってきています。
②　循環型社会形成推進交付金による整備
県は、市町村に対し、循環型社会形成推進交付

金制度（平成１７年度創設）を有効に活用し、計画的
な施設整備を進められるよう支援を行っています。
当制度の活用に当たっては、計画対象地域（人

口５万人以上又は面積４００挨以上）の市町村又は一
部事務組合等が、国及び県とともに廃棄物の３R
を広域的かつ総合的に推進するための「循環型社
会形成推進地域計画」（概ね５か年計画）を構想段
階から協働して、策定することとなっています。
○　市町村等の取組支援

本県の令和５年度の１人１日当たりのごみ排出
量は９２３gでした。平成１６年以降減少傾向にあっ
た総排出量及び１人１日当たりのごみ排出量は、
東日本大震災の影響から平成２３年度（１，０４７g／

人・日）に増加しましたが、令和５年度は震災前
の状況（平成２２年度９６１g／人・日）よりも減少し
ました。
今後、一層の３R推進のための取組が求められて
おり、特に、生ごみ（厨芥類）、紙類及び廃プラス
チック類の占める割合が可燃ごみの中では高いこ
とから、これらの発生抑制と再資源化が大きな課題
となっています。一般廃棄物の３Rの一層の推進を
図るため、令和６年度は次の事業を行いました。
●市町村振興総合補助金の補助メニューに「ごみ
減量化・再資源化促進事業」を設け、市町村等
が行うごみの減量化・再使用及び再生利用の促
進を図るため、４市町の事業に対して、財政的
支援を行いました。なお、令和２年度からは使
用済小型電子機器等プラスチック廃棄物及び食
品廃棄物等に関する事業については限度額を２
倍にして支援しています。

●３R推進市町村等支援事業として、令和６年度
は循環型社会の形成に向けた検討やごみ減量化
の対策など３つのテーマについてグループ討論
を行うワークショップを４回開催しました。ま
た、貸出可能な普及啓発資材の作成や、出前講
座により市町村等における一般廃棄物の３Rの
取組を支援しました。

●ごみの減量化やリサイクルの推進、ダイオキシ
ン類の排出削減等の問題に的確に対応するため
には、市町村や一部事務組合の広域的連携によ
る総合的かつ効率的なごみ処理を推進する必要
があることから、広域処理を行う際の「広域ブ
ロック」の設定や各ブロックの施設整備計画等
の新たなごみ処理体制を整備するため、平成１１
年３月に平成２０年度までを計画期間とする「ご
み処理広域化計画」を策定しました。平成２０年
度に計画期間は終了しましたが、国の「リ
デュースの推進、人口減少に伴う廃棄物発生量
の減少及び災害対策を踏まえた廃棄物処理の効
率化を進める
ため、広域化は
必要」との見解
を踏まえて、本
計画をごみ処
理広域化の指
針と位置付け
ています。

▲宮城県グリーン製品認定証票

廃棄物対策課

循環型社会推進課・廃棄物対策課

▲図２ー２ー２ー１　広域ブロック区割図



第
　
二
　
部

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
県
の
取
組

循
環
型
社
会
の
形
成

39

第２章　循環型社会の形成

1　家庭用電子機器
特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。いわゆる「家電リサイクル法」）が平成１３年４
月に施行され、特定家庭用機器廃棄物（ブラウン
管・液晶・プラズマテレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・
衣類乾燥機、エアコンの４品目）についてリサイ
クル等の義務が課せられています。法施行以降は
製造業者等による再商品化が進んでいるものの、
令和５年度の不法投棄台数は４８１台となっていま
す。
なお、県ではホームページ等により県民等に対

する広報を行い、制度の普及に努めています。

2　小型家庭用電子機器
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関
する法律」（平成２４年法律第５７号。いわゆる「小型
家電リサイクル法」）が平成２５年４月に施行され、
リサイクル制度の構築が進められています。県で
はホームページ等により広報を行い、制度の普及
に努めています。

3　家庭用パソコン
「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成
３年法律第４８号）に基づき、メーカーと一般ユー
ザーが協力しあって家庭のパソコンを再資源化す
るパソコンリサイクル制度が平成１５年１０月からス
タートし、家庭用パソコンは、パソコンメーカー
が回収し、部品や材料をより有効に再資源化して
います。県は、ホームページ等により県民に対す
る広報を行い、家庭用パソコンリサイクル制度の
普及に努めています。

4　食品廃棄物等
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律」（平成１２年法律第１０６号。いわゆる「食品リサ
イクル法」）が平成１３年５月から施行され、食品廃棄
物の発生抑制と減量化を図るとともに、飼料や肥料
等へのリサイクルを促進することとしています。
平成３０年度から、「みやぎの食べきりモデル店

舗認定事業」を開始し、食品ロス削減に取り組む
飲食店等を支援しています。１０月３０日を「みやぎ
県民食べきりの日」として定めて取組機運の醸成
を図るとともに、令和６年度は、１０月３０日から１１
月１日まで県庁１階ロビー等で、１１月９日に大崎
市主催イベントの出展ブースにおいて、それぞれ
フードドライブを開催するなど、県民に向けて食
品ロスの削減を呼びかけました。
また、特に若年層への啓発を強化するため、

DX推進協定事業者が開発したスマートフォン用
アプリを活用し、令和７年１月から３月末までの
間、一部地域（石巻市、登米市、東松島市、涌谷
町、美里町、女川町、南三陸町）においてフード
ロスクーポンミニアプリの実証事業を行いました。
家畜の飼料に使われる穀類のほとんどは輸入に

依存しているため、飼料自給率は低い状況となっ
ています。食品製造業者から排出される食品残さ
（食品循環資源）を飼料として有効利用することで
飼料自給率の向上が期待できることから、食品循
環資源の飼料（エコフィード）製造・利用の支援
に向けた取組を実施しています。

5　建設副産物　
○　建設系廃棄物の発生状況
国土交通省の平成３０年度の建設副産物実態調査
によれば、本県における建設工事に伴う建設副産
物の発生量（現場外排出量）は、建設発生土が４２９
万 ㎥、それ以外の建設副産物が１７７万t となってお
り、平成２４年度の建設副産物実態調査結果と比較
すると建設発生土は増加し、それ以外の建設副産
物は減少しています。
本県では、アスファルト・コンクリート塊及び
コンクリート塊はリサイクルが進んでおり、高

い再利用率を維持しています。
本県では、建設副産物の発生の抑制、再利用の

促進及び適正処理の徹底を基本方針として、建設
副産物対策を積極的に進めています。
また、建設副産物の再利用率の向上を図るとと

もに、環境に配慮して認定された宮城県グリーン

３　循環資源の3R推進

▲図２ー２ー２ー２　県内の家電不法投棄の状況

循環型社会推進課
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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

製品の利用促進に努めています。
さらに、建設副産物情報交換システムにより、

建設副産物の実態を把握するための調査や需給調
整をより効果的に行うなど、本県における建設副
産物のリサイクルを一層推進していきます。

○　建設リサイクル法による指導
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律」（平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイク
ル法」という。）が平成１４年５月に施行され、一定
要件に該当する建築物の解体等を行う場合には、
分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化が義
務付けられています。
建設リサイクル法の遵守を徹底するため、１０月
に解体工事現場等全国一斉パトロールを実施する
とともに、広報用資料の配布等による普及啓発を
行いました。
また、同法第２１条に基づく解体工事業者の登録

者数は、令和６年度末現在で２８８事業者、「建設業
法」（昭和２４年法律第１００号）第３条に基づく建設
業（解体工事業）の許可業者数は、１，４９２事業者と
なっています。

▼表２−２−２−２　建設リサイクル法に基づく届出件数等

法第１１条に基づく対象建設工事の通知件数法第１０条に基づく対象建設工事の届出件数

通知件数
合計

工事の種類
届出件数
合計

工事の種類
その他工作物
の解体工事・
新築工事

建築物の新築工事、
建築物の修繕・
模様替え

建築物の
解体工事

その他工作物
の解体工事・
新築工事

建築物の新築工事、
建築物の修繕・
模様替え

建築物の
解体工事

（件）（件）（件）（件）（件）（件）（件）（件）
２，５５２２，２５７１２０１７５４，９５２９０１４８２３，５６９平成２８年度

宮城県

２，２５４１，９４９８９２１６５，１０２８９８４３０３，７７４平成２９年度
２，１４６１，８０２１２０２２４５，２００８３３３８４３，９８３平成３０年度
２，１２１１，８５８１３８１２５５，１８６８０８４２５３，９５３令和元年度
２，８９６２，３０３１２７４６６４，６９９７４９３６３３，５８７令和２年度
１，９８２１，７８８９７９７５，２５０７５３４２６４，０７１令和３年度
１，８０９１，５５１４５２１３５，２５５８３４４１８４，００３令和４年度
１，９６５１，７３７１３４９４４，９７３７７１３５８３，８４４令和５年度
１，８４０１，６０３１６１７６４，８６８８２８３９３３，６４７令和６年度

▼表２−２−２−３　令和６年度の建設リサイクル法に基づく分
別解体に係る助言・勧告・命令等の状況

法第４３条第
１項に基づ
く立入検査
（件）

法第４２条第１
項に基づく
報告の徴収
（件）

法第１５条
に基づ
く命令
（件）

法第１４条
に基づく
助言・勧告
（件）

０１０５県(各土木事務所)
３１６０５市(特定行政庁)
３１７０１０合　　計

▼表２−２−２−４　令和６年度の建設リサイクル法に基づく再
資源化に係る助言・勧告・命令等の状況

法第４３条第
１項に基づ
く立入検査
（件）

法第４２条第１
項に基づく報
告の徴収
（件）

法第２０条
に基づく
命令
（件）

法第１９条
に基づく
勧告
（件）

法第１９条
に基づく
助言
（件）

２８１０００２県(各保健所)
２２５００００仙台市
５０６０００２合　　計

6　容器包装廃棄物
○　容器包装リサイクル法への対応
家庭から排出されるごみの中で相当量を占める

容器包装廃棄物について、廃棄物の減量と再生資
源の利用を推進するため、県内各市町村等におい
て、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促
進等に関する法律」（平成７年法律第１１２号。以下
「容器包装リサイクル法」という。）に基づく分別
収集を実施しています。

○　容器包装廃棄物の分別収集の実施支援
県は、容器包装リサイクル法に基づき、令和４

年１０月に「宮城県分別収集促進計画（第１０期）」
（計画期間：令和５～９年度）を策定し、市町村等
の分別収集の実施状況を取りまとめ、市町村等に
対して情報提供等を行うなど、分別収集の着実な
実施に向けて必要な技術的支援を行いました。令
和６年度の分別収集の実施状況は計画量の９３．２%
でした。

循環型社会推進課

※〈   〉内は平成２４年度、（   ）内は平成２０年度の建設副産物実態調査結果

▼表２−２−２−１　建設副産物実態調査結果

全国利用率
宮城県

再利用率発生量

４２９〈３４０〉（２６１）万㎥建設発生土

９７〈９６〉（９３）%９７〈９８〉（９５）%１７７〈３３３〉 （１２０）万t建設発生土以外の
建設副産物

９９〈９９〉（９８）%９９〈９９〉（９９）%６０〈１８６〉 （３９）万tアスファルト・
コンクリート塊

９９〈９９〉（９７）％９９〈９９〉（９７）％７８〈９５〉　 （５７）万tコンクリート塊

９５〈９４〉（８９）％９９〈９６〉（９２）％５〈１９〉　（１２）万t建設発生木材

９４〈８５〉（８５）％９５〈９６〉（８８）％１５〈１８〉　 （６）万t建設汚泥

５〈９〉　 （３）万t建設混合物廃棄物

２〈５〉　 （２）万tその他（廃プラス
チック類など）
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第２章　循環型社会の形成

▼表２−２−２−５　容器包装リサイクル法に基づく分別収集の状況 （単位：トン）

上段：宮城県の状況　　下段：全国の状況

7　使用済自動車
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平
成１４年法律第８７号。以下「自動車リサイクル法」とい
う。）が平成１４年７月に公布され、段階的な施行を経
て、平成１７年１月１日から本格施行されています。

県では、自動車リサイクル法の実効性を確保する
ため、引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び
破砕業者への立入検査を実施するとともに、ホーム
ページ等において関連情報の提供を行っています。

令和６年度（速報値）令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度平成３０年度容器の種類 実績／計画実績計画実績実績実績実績実績実績
９６．４%４，９６５ ５，１５２ ５，３１７ ５，６１９ ５，７６７ ５，８８７ ５，９３６６，２９１無色のガラス －－－２３６，７５８ ２４６，６３６ ２５６，０６６ ２６８，０１４ ２６４，９７９２７８，５５５
１０１．９%５，６５６ ５，５５１ ５，９１３ ６，２４８ ６，２５８ ６，４４６ ６，７９４７，０８４茶色のガラス －－－１９４，４９０ ２０２，９１４ ２０５，４６９ ２１３，５２２ ２２０，５６４２２４，９９３
１００．９%４，０６４ ４，０２６ ４，１１８ ４，４２９ ４，４７８ ４，５２１ ４，５５１４，５４９その他のガラス －－－２０２，５２７ ２１２，３４９ ２２３，８１９ ２２５，０６３ ２１０，２８１２１３，４９６
１１４．２%９，３７８ ８，２１０ ９，４１１ ９，１００ ９，０００ ８，６６４ ８，６４３８，６８８ペットボトル －－－３５１，３０１ ３４８，２１１ ３４４，３６３ ３３５，４０４ ３２３，０８２３１７，６４５
８５．７%２，３０９ ２，６９４ ２，５６８ ２，７５１ ２，９４０ ２，７８４ ３，１１９３，２４４スチール缶 －－－１１３，４９７ １２４，５６６ １３３，３４０ １４５，１４７ １４０，６２８１４５，１０１
８９．９%４，１５９ ４，６２６ ４，３２０ ４，４４９ ４，５４０ ４，６０２ ４，３５９４，２５３アルミ缶 －－－１３８，６０１ １４４，８６７ １５１，３１１ １５１，３９８ １３８，８４８１３６，２４７
８５．３%９７ １１４ １１７ １２３ １１３ １２７ １３３１４８飲料用紙製容器包装 －－－９，３５８ ９，７０９ １０，０７９ １０，４１４ １０，４８９１０，６９９
８４．０%１，２３６ １，４７１ １，１８８ １，２１３ １，２９６ １，３９３ １，２４１１，２８０その他の紙製容器包装 －－－７１，２０７ ７２，８７８ ７２，３５３ ７６，０８０ ７３，６８４７５，９７４
１００．２%１８，２９７ １８，２６２ １８，４３５ １８，８０３ １９，０８６ １９，１１４ １８，２０３１８，１６２その他のプラスチック製容器

包装 －－－７５６，４７９ ７７３，６２４ ７７９，０７９ ７７９，４６４ ７４９，８９６７４０，７２１
１２２．４%２５ ２０ ２３ ２６ ２６ ２７ ２２２２うち白色

トレイ －－－１，２７０ １，３９０ １，４９５ １，８２５ １，６９６１，７４０
７３．０%１２，４８９ １７，１０６ １３，４２６ １３，４２６ １６，２８５ １３，６１８ １２，６０６１３，１０３段ボール －－－６１７，６２２ ６４８，１３７ ６５６，６１９ ６４６，４３５ ５６９，４４０５６５，３８８
９３．２%６２，６５１ ６７，２１２ ６４，８１２ ６６，１６１ ６９，７６３ ６７，１５６ ６５，５８５６６，８０２計 －－－２，６９１，８４０ ２，７８３，８９１ ２，８３２，４９８ ２，８５０，９４１ ２，７０１，８９１２，７０８，８１９

廃棄物対策課

▼表２−２−２−６　使用済自動車及び解体自動車の引取状況

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度平成２７年度年度　
　工程種別

８６，９７６８７，５５８８２，４６４８２，４５０８６，５７７９３，０４１９２，２５６８７，３８１９３，１６４
引取工程 （８２，８３６）（８３，２８７）（７６，４４２）（７３，９８７）（７４，５７４）（７７，２０２）（７２，５３１）（６７，５６６）（７３，３７５）

２，７３２，７６４２，７３９，４２１３，０４２，４６２３，１４６，３２６３，３６２，２１３３，３７８，３３２３，３０４，７１１３，０９６，４７８３，１５６，４５９全国
８２，０２４８０，５３３７５，６８８７７，４３５８０，９４５８２，０１２７７，９４３７２，４１１８０，３３５フロン類

回収工程 （７８，６３０）（７６，９０７）（７０，８１４）（７０，７４８）（７１，６８９）（７３，７０９）（６９，３７４）（６３，８２１）（６９，８５８）
２，４４４，７１０２，４４０，０３６２，７２１，９２６２，８２７，１９７３，０１６，２２６３，０２２，４５２２，９４２，５５６２，７３１，５８０２，７７４，００４全国
９０，９８９９１，０４２８５，１３９８２，９２８８７，４１０８８，８９３８６，０６０８１，９５９９０，９３８

解体工程 （８７，４４９）（８７，１９６）（８０，０５８）（７６，１０９）（７８，０６０）（８０，２３０）（７７，１９０）（７２，９４９）（８０，０８７）
２，８１６，３４４２，８４０，１５０３，１６０，０２１３，２６２，７３３３，４９３，４６８３，５０９，３３０３，４３９，５９２３，２３０，９０８３，３０６，１８７全国
１５６，１９４１５６，３５７１６７，０８０１６８，５６５１７７，５９２１７９，７８３１７４，６３２１５７，４７７１７２，６９０

破砕工程 （１４１，７２１）（１４４，０１０）（１５２，３７９）（１５４，７２７）（１６１，９６１）（１６５，３７４）（１６０，４９５）（１４６，４７１）（１６２，７０９）
４，５３６，１８９４，６２９，０２９５，２４３，５１４５，３８６，７３２５，９２２，４６６５，９０４，１１６５，８９２，９６３５，３９０，６１１５，５３１，７９５全国

（単位：件）

※　（　）内は仙台市を除く宮城県の件数

1　産業廃棄物適正処理の推進
○　産業廃棄物処理システム健全化促進事業

　
産業廃棄物処理の透明化を図り、排出事業者に

４　廃棄物の適正処理

8　プラスチック廃棄物
「プラスチック資源循環促進法」は、プラスチック製
品の設計から廃棄に至るまでの各段階において、あ
らゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組
を促進するために講じる措置を定め、令和４年４月
に施行されました。
県内では、仙台市が令和４年９月に製品プラス

チックとプラスチック製容器包装の一括回収・リサイ
クルについて全国初の大臣認定を取得しました。令
和６年度末時点では、仙台市含む７市９町が製品
プラスチックの回収・リサイクルを実施しています。
県としても、市町村の分別収集を推進するための支
援や、県民に対する３Rの啓発により、プラスチック
廃棄物の削減や再利用・再資源化を促進します。

循環型社会推進課

廃棄物対策課
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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

○　農業用廃プラスチック対策
農業用プラスチックは、ハウスの被覆やトンネ

ル・マルチ等様々な農業資材として利用されてい
ます。令和６年度の排出量は、９３９t（前年対比
９５%）であり、種類別にみると、ポリエチレンフィ
ルムが５０５t（同９５%）で、全排出量の５４%を占め、同
様に塩化ビニルフィルムが１８６t（同１１８%）で２０%
を占めています。また、回収量に対する再生処理
率は８２%となり、主に発電原料等に利用されてい

ます。
平成１３年２月に「宮城県農業用廃プラスチック

適正処理推進協議会」を設立し、分別回収の徹底、
廃プラ排出抑制への取組とリサイクル品の積極的
な活用などの再生処理を主体とした適正処理に関
する啓発活動及び情報提供を行っています。ま
た、令和６年度末現在、圏域ごとに１４の「地域適
正処理協議会」が設置され、回収業務等の活動を
展開しています。

みやぎ米推進課

おける適正な処理業者等の選定の一助とするため、
県では、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に
対し、毎年の産業廃棄物処理実績の報告を求めて
おり、その集計結果を県のホームページで公表して
います。平成２６年度からは、事業者による処理実績
等の報告を電子報告システム「みやぎ産廃報告ネッ
ト」により入力・提出できるようにしました。
このほか、電子メールによる廃棄物関連情報の発
信や、各種講習会、出前講座を実施しており、処理
業者や排出事業者がそれぞれの責任を果たすこと
ができる健全な処理システムを構築することで、産業
廃棄物の適正処理を推進し、県民の廃棄物処理へ
の信頼性を高めるよう努めています。
○　産業廃棄物処理業者及び処理施設の維持管理
　等に対する指導強化　　　　
産業廃棄物処理業者及び処理施設（中間処理施

設及び最終処分場）に関する地域住民等の信頼を
確保するため、各事業者に対して厳格かつ適切な
指導を行うとともに、必要な情報の提供により、
産業廃棄物の適正処理に関する技術及び知識の普
及を図っています。
最終処分場については、従来の浸透水や放流水

等の水質検査に加え、放射性物質汚染対処特別措
置法や環境省のガイドラインに基づいた維持管理
等についても併せて指導を行っています。
また、埋立処分を終了する施設については、廃

止に向けた適切な維持管理体制に移行させるなど
指導の徹底を図っています。
○　特別管理産業廃棄物等の適正な処理の推進
　
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお
それがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄
物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の
廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
このため、廃棄物処理法のほか各特別法に基づ

き、排出事業者、処分業者等に対し指導及び啓発
活動を実施し、感染性廃棄物、廃石綿（飛散性ア
スベストに限る。）、ポリ塩化ビフェニル（PCB）
廃棄物等の特別管理産業廃棄物の適正な処理を徹
底しています。
○　PCB廃棄物対策
県内に存在するPCB廃棄物を法定の処分期間内

に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
処理基本計画」及び「宮城県ポリ塩化ビフェニル廃
棄物処理計画」に基づき、県、仙台市、保管事業者、
収集運搬業者、処理施設設置者等はそれぞれの役
割を担いつつ、連携してPCB廃棄物の確実かつ適
正な保管と処理を推進することとしています。
高濃度PCB廃棄物を処理するため、本県が参加
する中間貯蔵・環境安全事業株式会社の北海道事
業については、平成２０年５月から本格稼働してお
り、 令和６年度は県内の変圧器・コンデンサー７
台、 安定器等 ・ 汚染物７４３kgが処理されました。 
また、 低濃度PCB廃棄物については、国内各地の
無害化処理施設及び都道府県等の許可施設におい
て処理が進められています。
PCB廃棄物の適正保管及び早期処理を推進する

ため、電気機器に関する専門知識を有するPCB廃
棄物適正処理推進員を県内保健所に５名配置し、
随時立入指導を行っています。

廃棄物対策課

廃棄物対策課

廃棄物対策課

※台数で把握した種類を記載（このほかにＰＣＢを含む油、ウエス等あり）

低濃度高濃度濃度別

柱上トランスその他
電気機器安定器コンデンサートランス安定器コンデンサートランス　　種類

区分　　

０５０２３６３６８１４１９４９０台 数
０８ ６ ８６５４４ ６０事 業 場 数

▼表２ー２ー２ー７　PCB廃棄物保管状況　（令和７年３月）
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第２章　循環型社会の形成

○　下水汚泥対策
下水の処理過程で発生する下水汚泥は、令和６

年度は県全体で約１５．２万t（脱水汚泥換算）となっ
ています。
平成１９年度以前は、汚泥の一部を埋立処分して

いましたが、全県的な再資源化を進め、平成２０年
度以降、発生した汚泥は、焼却処理した焼却灰を
含め、再資源化に努めました。
下水汚泥の燃料化、セメント化や肥料化等によ

り有効利用しています。
今後も下水汚泥の再資源化を推進し、循環型社

会の実現に貢献していきます。
また、本県では、全市町村が下水道事業を実施

していることから、下水汚泥の効率的な処理及び
再資源化の推進のために複数の自治体が共同して
下水汚泥処理施設を整備する等の広域的な取組が
必要です。このため、県では、市町村と連携して
以下の取組を推進することにより、将来にわたる
下水汚泥の安定処理を図ることとしています。

○　家畜排せつ物対策
平成１６年の「家畜排せつ物の管理の適正化及び

利用の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１２号。
以下｢家畜排せつ物法｣という。）の本格施行によ
り、各地域で家畜排せつ物処理施設の整備が進め
られ、現在は管理基準適用農家の８割以上で構造
設備基準に適合した施設が整備されています。ま
た、市町や農業協同組合が設置・運営している県
内２４か所の堆肥センターは近年施設の老朽化が進
んでいることから｢畜産環境総合整備事業｣を活用
した機能保全対策（ストックマネジメント）を実
施し、堆肥センターの長寿命化を図っています。
今後とも家畜排せつ物の適正な管理を指導する

とともに、畜産農家と耕種農家の連携を強化し、
家畜排せつ物の利用の促進を図っていきます。
○　産業廃棄物処理施設の確保
事業者による処理施設設置に当たっては、「産

業廃棄物の処理の適正化等に関する条例」及び「産
業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する
指導要綱」に基づき、生活環境への影響に配慮し、
地域住民等の意向を反映した設置について指導し
ています。今後とも、県民の理解を得ながら適正
な産業廃棄物処理施設の整備がなされるよう努め
ていきます。

都市環境課、水道経営課

●下水汚泥の焼却処理による減量化
●下水汚泥のコンポスト化等有効利用の推進
●下水汚泥燃料化や消化ガス発電等によるバイオマスエ
ネルギー利用の推進
●下水汚泥焼却灰のセメント化等有効利用の推進

畜　産　課▲図２−２−２−３　農業用廃プラスチック排出量及び再生処理
　　　　　　  率の推移
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▲図２−２−２−４　県内の下水汚泥処理の状況
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55,99155,991

66,00666,006

4,4214,421

107,714107,714

30,93830,938
6,0406,040

1,4691,469

95,25295,252

42,29442,294

1,6621,662 2,2782,278

36,57936,579

121,456121,456

2,8992,899

34,30734,307

108,838108,838

5，7365，736
39，10939，109

124，334124，334

1,2791,279

41,07141,071

116,451116,451

1,2201,220

37,16737,167

116,132116,132

2,4422,442

37,87737,877

110,464110,464

3,5783,578

45,78345,783

107,005107,005

586586

35,31535,315

121,752121,752

2,0342,034

43,50243,502

114,764114,764

365365

38,66138,661

113,450113,450

廃棄物対策課

▼表２−２−２−８　産業廃棄物処理施設設置状況（令和７年３月）

合計宮城県計仙台市廃対課大崎仙南石巻気仙沼岩沼塩釜
３８２９９６２２１０３４２汚泥の脱水施設１
３３００００２０１０汚泥の乾燥施設２
９６３０３０１０２０汚泥の焼却施設３
５４１０００００２２廃油の油水分離施設４
６３３０２０００１０廃油の焼却施設５
００００００００００廃酸・廃アルカリの中和施設６
８０６４１６０１１１２１５１１０１５廃プラ類の破砕施設７
１２９３０３０３０２１廃プラ類の焼却施設８
３３１２６２６９５４３２２８５３８３４５３木くず又はがれき類の破砕施設９
００００００００００有害汚泥のコンクリート固型化施設１０
００００００００００水銀汚泥のばい焼施設１１
００００００００００シアン化合物の分解施設１２
１４１１３０３０６０２０その他の焼却施設１３
５１８３３７１８１３１５２３７７３１２３９９３施行令第７条に規定していない施設１４
１,０１６７２８２８８９１１０８７９１６３２４９７１６６合　　計
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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

2　公共関与による最終処分場の整備

大和町鶴巣小鶴沢にある管理型産業廃棄物最終
処分場（クリーンプラザみやぎ）における埋立処
分量は、景気拡大とともに増大し、平成２年度及
び平成３年度は４０万tを超えましたが、その後は
経済の低迷や企業の環境配慮経営への取組などに
より減少傾向となりました。東日本大震災による
震災廃棄物や復興工事に伴う廃棄物の搬入によ
り、一時的に埋立処分量が増加しましたが、近年
は震災前の水準に戻りつつあります。
しかし、長年の埋め立てや東日本大震災の影響

などにより、埋立可能容量が非常に逼迫した状況
となっています。
県では新たな処分場に求められる機能等につい

て検討を重ね、令和元年１１月に策定した「宮城県
産業廃棄物最終処分場整備基本方針」を踏まえ、
令和３年度に県内全域から客観的条件により最有
力候補地を選定し、当該候補地の周辺住民との丁
寧な意見交換を重ねた結果、新たな処分場整備へ
の一定の理解が得られたことから、令和４年度に
県、大和町、宮城県環境事業公社の３者により、
公共関与による管理型産業廃棄物最終処分場の設
置及び維持管理に関する基本協定を締結しまし
た。
令和６年度は、新たな処分場の早期整備に向け

て、工事発注を行う宮城県環境事業公社を支援す
るとともに、前年度に引き続き地元の声を丁寧に
伺いながら、意見交換等を行いました。

新最終処分場整備対策室

（注１）上記１～１２の施設：廃棄物処理法施行令第７条に規定する施設
（注２）上記９「木くず又はがれき類の破砕施設」：平成１２年政令改正（平成１２年１１月２９日政令第４９３号附則第２条）に伴うみなし許可を含む。
（注３）上記１３「その他の焼却施設」：上記３、５、８に該当しない焼却施設（木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず等の焼却施設）
（注４）上記１４の施設：廃棄物処理法施行令第７条に規定する施設に該当しない施設（処理能力、種類等）

＜最終処分場＞
計安定型管理型遮断型種　類
６１５０塩　釜
００００岩　沼
００００気仙沼
３２１０石　巻
００００仙　南
００００大　崎
７２５０仙台市

（注）令和６年度の埋立率の減少は処分場埋立可能容量の増加によるもの

埋
立
廃
棄
物
量
（
万
ト
ン
）

埋
立
率
（
％
）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

20

10

30

40

50

60

70

80

90

100

（年度）

97.2％

H
2
1

H
2
5

H
2
7

R
1

R
3

R
5

H
2
3

H
1
9

H
1
7

H
1
5

H
1
3

H
1
1

H
9

H
7

H
5

H
3

S
6
2

S
6
0

S
5
8

S
5
6

S
5
4

H
1

埋立率
埋立廃棄物量

H
2
9

3　最終処分場が周辺地域と共生するため
の施策

○　産業廃棄物最終処分場立地地域共生促進支援
事業
産業廃棄物税条例第９条に規定する特別徴収義

務者が、産業廃棄物最終処分場の周辺地域との共
生を促進するために行う、周辺の緑化（植栽）や

環境学習教室、環境イベントなどの事業に対し、
その経費の一部を補助する事業です。
令和６年度は、最最終処分場周辺地域の附帯設

備の整備など３件に対して補助を実施しました。循環型社会推進課

▲図２−２−２−５　クリーンプラザみやぎ年度別処分実績
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第２章　循環型社会の形成

○補助率及び額：１／２、上限額５００万円又は補助対象者
の前年度の産業廃棄物税納入額の１００
分の５に相当する金額のうち、いずれ
か低い額

○補 助 件 数：３件

4　不法投棄・不適正処理の防止
○　現状
廃棄物の不法投棄や不適正処理は、自然環境や

地域の景観を損なうだけでなく、悪臭・地下水汚
染などの発生により県民の健康や暮らしに様々な
影響を及ぼしかねない問題です。
本県においても、廃棄物の不法投棄は依然とし

て後を絶たず、引き続き、防止対策を講じていく
必要があります。
なお、産業廃棄物の１０t以上の大規模な不法投
棄事案については、平成１３年度をピークに件数が
減少し、東日本大震災以降では、０ないし１件で
推移していましたが、平成３０年度に４件の事案が
発生後は減少し、令和６年度は１件でした。

○　不法投棄等対策の概要
①　啓発活動
県では、毎年９月を不法投棄防止強化月間と定

め、新聞、ラジオ、パンフレット及び市町村の広
報誌等による啓発活動等を実施しているほか、年
間を通じ、ラジオ等の各種媒体を活用して、廃棄
物の適正処理に向けた啓発活動を推進していま
す。
②　事業者の指導の徹底
廃棄物処理業者が法を遵守し、適正な処理を行

うよう、立入検査等による指導を徹底していま
す。
③　違反行為の早期発見・早期対応のための取組
産業廃棄物適正処理監視指導員（産廃Gメン）

を県内の各保健所・支所等に配置し、不法投棄や
不法焼却等の監視パトロール等を行っています。

また、監視が手薄となりがちな県境地域におけ
る不法投棄を未然に防止するため、隣県との県境
合同パトロールを実施しています。
加えて、各種団体等との間で「不法投棄の情報

提供に関する協定」を締結することにより、地域
における不法投棄の監視ネットワークの構築を目
指しています。
さらに、把握した不法投棄等の事案について

は、早期の適切な対応により事態の悪化を防止す
るとともに、改善に向けた指導を行っています。
④　違法行為に対する厳格な対応
違反行為等の悪質な行為に対しては、警察等の

捜査機関と連携し、行政指導や厳正な行政処分を
実施しています。行政処分については、記者発表
や県ウェブサイトへの掲載を通じて処分内容等の
公表を行っています。令和６年度は８件の産業廃
棄物処理業の許可取消処分を行いました。
⑤　産業廃棄物処理実績の公表
廃棄物の処理状況の透明性を高め、不法投棄等

を防止するため、産業廃棄物処理施設の設置者や
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等
に処理実績の報告を求めています。
また、これらの情報をもとに廃棄物の排出事業

者が適切な処理業者を選定できるよう、産業廃棄
物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者における
廃棄物の処理実績や産業廃棄物処理施設設置者の
処理状況等をホームページで公表しています。

5　災害に伴って発生する廃棄物への対応

県では、東日本大震災における前例のない災害
廃棄物の処理を検証し、平成２９年８月に「災害廃
棄物処理計画」を策定しました。その後、「第五次
地震被害想定調査報告書」の反映等を行うため、
令和７年３月に同計画の改訂を行いました。ま
た、災害廃棄物対策を担う市町村職員等を対象
に、令和元年度から「災害廃棄物処理図上演習」
を継続して実施するとともに、令和６年度からは
「災害廃棄物仮置場実地演習」を追加で実施するな
ど、人材の育成に努めています。
引き続き、平時から関係機関との連携強化を図

り、災害廃棄物処理対策を推進していきます。

廃棄物対策課

廃棄物対策課
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▲図２−２−２−６　県内の産業廃棄物の不法投棄の推移
　　　　　　（仙台市を除く）


